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三
十
一
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一
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十
五
日
初
校
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２
月
の
お
知
ら
せ

２
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　31.２. 1 仙台市政だより　31.２. 1

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/
   仙台市携帯電話用ホームページ
https://www.city.sendai.jp/m/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ

●催しは、2月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/

□

□

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

天
皇
陛
下
ご
在
位
30
年
を
祝
し

て
記
帳
所
の
開
設
と
施
設
の
無

料
開
放
を
行
い
ま
す

記
帳
所
の
開
設

◦
日
時‖

２
月
21
日
㈭
～
25
日
㈪
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時　
◦
会
場‖

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
前
、

区
役
所
１
階　
◦
閉
庁
日
は
各
庁
舎

守
衛
室
前
な
ど
に
移
設
す
る
場
合
有

り
。
詳
し
く
は
各
庁
舎
入
り
口
に
掲

示
す
る
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い　

施
設
の
無
料
開
放

◦
期
日‖
２
月
24
日
㈰　
◦
開
放
施

設‖

仙
台
文
学
館
、
セ
ル
コ
ホ
ー
ム

ズ
ー
パ
ラ
ダ
イ
ス
八
木
山
（
八
木
山

動
物
公
園
）、
博
物
館
、
ス
リ
ー
エ

ム
仙
台
市
科
学
館
、
天
文
台
、
歴
史

民
俗
資
料
館
、
地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
、
縄
文
の
森
広
場

問
秘
書
課
☎
214
・
１
１
４
５

市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
２
月

7
日
に
開
会
し
ま
す

　
本
会
議
の
模
様
を
市
役
所
本
庁
舎

1
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
・
総
合

支
所
で
テ
レ
ビ
中
継
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
会
期
日
程
の
詳
細
を
掲
載
す
る
ほ

か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ
ブ
中
継

を
実
施
。
平
成
28
年
第
１
回
定
例
会

以
降
の
本
会
議
、
予
算
・
決
算
等
審

査
特
別
委
員
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

録
画
中
継
も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
調
査
課
☎
214
・
６
１

６
９

六
郷
東
部
地
区
地
域
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
の
完
成
式
典
・
除
幕
式
を

行
い
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
で
犠
牲
と
な
ら
れ

た
方
へ
の
追
悼
・
鎮
魂
の
た
め
の

「
慰
霊
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
お
よ
び
六

郷
東
部
地
区
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え

る
「
地
域
の
歴
史
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

を
東
六
郷
小
学
校
跡
地
に
設
置
し
ま

し
た
。
こ
の
完
成
式
典
・
除
幕
式
を

行
い
ま
す
。

◦
日
時‖

３
月
２
日
㈯
午
前
11
時
～

正
午　
◦
会
場‖

東
六
郷
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー　
◦
直
接
会
場
へ

問
若
林
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

太
白
図
書
館
の
臨
時
休
館　
　

　
蔵
書
点
検
等
に
伴
い
、
太
白
図
書

館
（
分
室
・
サ
ー
ビ
ス
ス
ポ
ッ
ト
を

含
む
）
を
臨
時
休
館
し
ま
す
。

◦
期
間‖

３
月
４
日
㈪
～
12
日
㈫

問
太
白
図
書
館
☎
304
・
２
７
４
２

「
学
都
仙
台
フ
リ
ー
パ
ス
」の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
前
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す

　
４
月
以
降
に
使
用
を
開
始
す
る
通

学
定
期
券
「
学
都
仙
台　
市
バ
ス
・

地
下
鉄
フ
リ
ー
パ
ス
」
の
新
規
購
入

の
事
前
申
し
込
み
を
、
交
通
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
受
け
付
け
ま
す
。
受
け

取
り
は
指
定
日
時
に
地
下
鉄
泉
中
央

駅
で
の
み
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
交
通
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◦
事
前
申
込
期
間‖

２
月
25
日
㈪
～

３
月
31
日
㈰　
◦
受
取
日
時‖

4
月

８
日
㈪
・
９
日
㈫
午
前
10
時
～
午
後

７
時　
◦
受
取
場
所‖

地
下
鉄
泉
中

央
駅
専
用
窓
口　
◦
受
け
取
り
時
に

通
学
証
明
書
を
提
出　
問
交
通
局
案

内
セ
ン
タ
ー
☎
222
・
２
２
５
６

緑
化
助
成
の
申
請
は
２
月
28
日

ま
で
に

　
本
年
度
の
緑
化
助
成
事
業
の
申
請

受
け
付
け
は
２
月
28
日
が
締
め
切
り

で
す
。
な
お
、
新
年
度
の
申
請
受
け

付
け
は
４
月
１
日
か
ら
の
予
定
で
す
。

◦
対
象
事
業‖

①
生
垣
づ
く
り
助
成

事
業
②
建
築
物
緑
化
助
成
事
業
③
緑

化
木
植
栽
助
成
事
業
④
街
か
ど
緑
化

助
成
事
業
　
◦
申
請
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
①
区
役
所
街
並
み
形
成
課
②
～
④

百
年
の
杜
推
進
課
☎
214
・
８
３
８
９

戦
災
復
興
記
念
館
資
料
展
示
室

を
一
時
休
館
し
ま
す

　
照
明
設
備
改
修
工
事
お
よ
び
展
示

の
一
部
入
れ
替
え
の
た
め
、
資
料
展

示
室
を
一
時
休
館
し
ま
す
。
ホ
ー

ル
・
会
議
室
等
は
通
常
ど
お
り
利
用

で
き
ま
す
。

◦
期
間‖

２
月
６
日
㈬
～
３
月
31
日

㈰　
問
青
葉
区
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都
市
計
画
の
案
が
縦
覧
で
き
ま

す◦
縦
覧
期
間‖

２
月
８
日
㈮
～
21
日

㈭（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
縦
覧
場

所‖

市
役
所
本
庁
舎
7
階
都
市
計
画

課　
◦
縦
覧
内
容‖

仙
塩
広
域
都
市

計
画
区
域
区
分
の
変
更
（
長
喜
城
東

地
区
）、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途

地
域
の
変
更
（
長
喜
城
東
地
区
）、

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変

更
（
長
喜
城
東
地
区
）、
仙
塩
広
域

都
市
計
画
公
園
の
変
更
（
荒
浜
１
号

公
園
、
荒
浜
２
号
公
園
）、
仙
塩
広

域
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
（
荒

浜
地
区
）　
◦
縦
覧
期
間
中
に
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す　
問
都
市
計
画

課
☎
214 

・
８
２
９
４

窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
の

集
計
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

　
市
で
は
、
10
月
中
旬
～
11
月
上
旬

に
、
市
役
所
各
庁
舎
、
区
役
所
、
市

民
利
用
施
設
等
で
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
２
０
２
９
件

の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
ン

ケ
ー
ト
は
、
接
遇
等
に
関
す
る
８
項

目
に
つ
い
て
行
い
、
平
成
29
年
度
と

同
様
、
全
て
の
項
目
で
９
割
以
上
の

方
か
ら
「
良
い
」
ま
た
は
「
普
通
」

と
い
う
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
詳
し
い
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
る

ほ
か
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
等
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
行
財
政
改
革
課
☎
214
・
１
２
０
７

入
学
準
備
金
の
貸
付
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

◦
対
象‖

申
し
込
み
時
に
6
カ
月
以

上
市
内
に
お
住
ま
い
で
、
養
育
す
る

児
童
・
生
徒
の
新
入
学
に
か
か
る
経

費
の
負
担
が
経
済
的
に
困
難
な
世
帯

の
方　
◦
貸
付
限
度
額
等‖

①
小
・

中
学
校
（
生
活
保
護
世
帯
の
方
を
除

く
）
／
５
万
円
以
内
②
公
立
高
校
／

10
万
円
以
内
③
私
立
高
校
／
15
万
円

以
内
。
い
ず
れ
も
無
利
子　
◦
返
済

‖

2
カ
月
据
え
置
き
後
、
20
カ
月
以

内
（
15
万
円
貸
し
付
け
の
場
合
は
30

カ
月
以
内
）　
◦
貸
し
付
け
に
は
審

査
が
あ
り
ま
す　
◦
市
内
に
お
住
ま

い
の
保
証
人
が
１
人
必
要
で
す　
◦

受
付
期
間‖

3
月
29
日
ま
で　
◦
申

し
込
み
方
法
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉

協
議
会
各
区
・
支
部
事
務
所
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
申
・
問
お
住

ま
い
の
区
の
社
会
福
祉
協
議
会
（
青

葉
区
☎
265
・
5
2
6
0
、
青
葉
区
宮

城
支
部
☎
392
・
7
8
6
8
、
宮
城
野

区
☎
256
・
3
6
5
0
、
若
林
区
☎

282
・
７
9
7
1
、
太
白
区
☎
248
・
8

1
8
8
、
泉
区
☎
372
・
1
5
8
1
）

市
消
防
団
協
力
事
業
所
表
示
証

等
の
交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
　
消
防
団
員
確
保
へ
の
協
力
や
従
業

員
の
消
防
団
活
動
に
配
慮
し
て
い
る

事
業
所
等
に
対
し
て
、
そ
の
社
会
貢

献
の
証
し
と
し
て
、
表
示
証
と
認
定

証
を
交
付
し
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◦
受
付
期
間‖

3
月
1
日
㈮
～
31
日

㈰　
申
最
寄
り
の
消
防
署
（
連
絡
先

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）　
問

消
防
局
総
務
課
☎
234
・
１
１
１
１

記
念
樹
プ
レ
ゼ
ン
ト　
　
　
　

 

　
誕
生
や
結
婚
、
新
築
な
ど
、
人
生

の
節
目
を
迎
え
ら
れ
た
方
に
記
念
の

苗
木
を
差
し
上
げ
ま
す
。

◦
対
象‖

平
成
29
年
２
月
１
日
～
平

成
31
年
１
月
31
日
に
次
の
記
念
を
迎

え
た
方
①
誕
生
、
小
学
校
入
学
（
平

成
31
年
度
に
入
学
す
る
方
を
含
む
）

②
結
婚
、
銀
婚
、
金
婚
③
賀
寿
（
還

暦
・
古
希
・
喜
寿
・
米
寿
）
④
新
築

（
市
内
に
住
宅
を
新
築
ま
た
は
戸
建

て
住
宅
を
購
入
さ
れ
た
個
人
の
方
。

マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
は
対
象
外
）　
◦

同
一
の
記
念
で
再
度
申
し
込
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん　
◦
樹
木‖

ウ
メ
、

コ
デ
マ
リ
、
ナ
ナ
カ
マ
ド
、
ヒ
メ
ラ

イ
ラ
ッ
ク
、
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
ク
ル

メ
ツ
ツ
ジ
、
ゲ
ッ
ケ
イ
ジ
ュ
、
サ
ザ

ン
カ　
◦
本
数‖

①
～
③
各
１
本
④

３
本　
申
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民

の
へ
や
、
区
役
所
総
合
案
内
、
総
合

支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
配
布

す
る
申
込
書
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhtt

p://w
w
w
.sendai-park.or.jp/

w
eb/

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

で
２
月
28
日
ま
で
に　
問
仙
台
市
公

園
緑
地
協
会
☎
293
・
3
5
8
3

市民の皆さんのご意見を
お寄せください

①「仙台市地域防災計画」修正案
　市では、災害救助法の改正や、西日本豪雨の被害等を
踏まえ、避難勧告等の発令基準の追加など「仙台市地域
防災計画」の修正を検討しています。
　この修正案に対するご意見をお寄せください。

申・問① 〒980-8671防災計画課☎214･3046、FAX2
14･8096、Ｅメールkks000120@city.sendai.jp②〒
980-8671道路計画課☎214･8374、FAX227･2614、Ｅ
メールken010110@city.sendai.jp

②「仙台市無電柱化推進計画（基本方針）」中間案
　平成28年12月に施行された「無電柱化の推進に関す
る法律」を受け、平成30年４月に国の無電柱化推進計画
が策定されたことから、市が管理する道路の無電柱化を
総合的かつ計画的に推進するため、無電柱化推進計画の
策定に向けた基本方針（中間案）を取りまとめました。
　この中間案に対するご意見をお寄せください。

●提出方法∥任意の様式にご意見、住所、氏名（法
人・団体の場合は団体名、所在地、代表者名）を記
入して郵送、ファクスまたはＥメールで①２月19日
②２月28日（いずれも必着）までに

●修正案・中間案の配布場所等∥市役所本庁舎１階
市政情報センター、宮城野区・若林区・太白区情報
センター、区役所総合案内、総合支所等で配布する
ほか、市ホームページでもご覧いただけます。②は
２月１日からの配布・閲覧となります

①正しい使い方をしましょう
　カセットボンベ・スプレー缶等の多くは、可燃性ガス（LPG、
ジメチルエーテル等）を使用しています。容器に表示されてい
る使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

問①危険物保安課☎234･1111②家庭ごみ減量課☎214･
8227、事業ごみ減量課☎214･8235

カセットボンベ・スプレー缶等を
安全に使用・排出するために

②使用後の排出方法について
　ご家庭で使用したスプレー缶等については、必ず中身を使い
切り、内容物がないことを確認し、火気のない風通しのよい屋
外で穴を開けてから、週１回の指定曜日にごみ集積所に出して
ください。穴を開けるときは、けがのないようご注意ください。
　なお、事業所で使用したものの排出方法については、契約し
ている収集運搬業者にお問い合わせいただくか、事業ごみ減量
課へご相談ください。

１.炎や火気の近くで使用しないこと
２.火気を使用している室内で大量に使用しないこと
３.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所
　や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと
４.火の中に入れないこと
５.使い切って捨てること
高圧ガス：LPG

〈容器の表示例〉

火気と高温に注意

市政ラジオ放送
 仙台市民だより 土9:10 1260 東北放送
 ジョイフルSENDAI 月～金9:45 77.1 Date fm
 ライフ・アップSENDAI 月～木15:20 76.2 ラジオ３
 太白区からのお知らせ 月～金8:15 78.9 エフエムたいはく
 クリップボードいずみ 月～金9:15 79.7 fmいずみ
 せんだいラジオ通信 月～金10:30 76.2 78.9 79.7 89.1

★…ラジオ３、エフエムたいはく、fmいずみ、らくてんエフエム

◆仙台市広報課Facebookもご覧ください
　 https://www.facebook.com/sendaipr/　問広報課☎214･1150

４局（★）同時放送


